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国土の利用に関する
基本理念
（国土利用計画法第２条）

国土利用計画

全国計画
（国土利用計画法第５条）

全国レベルの国土利用
のあり方 国土の利用に関して

基本とする ・地目ごとの考え方 基本とする
・地目ごとの目標設定

国の各種計画土地利用基本計画（ ）都道府県

基本とする（国土利用計画法第９条）

都道府県レベルの土地利用
都道府県計画の調整と大枠の方向づけ

（国土利用計画法第７条）(1) 計画図（５万分の１）
・都市地域 基本とする 都道府県レベルの国土

適 ・農業地域 利用のあり方
合 ・森林地域 ・地目ごとの考え方
す ・自然公園地域 ・地目ごとの目標設定
る ・自然保全地域

計画書 基本とする(2)
土地利用の調整等に関

市町村計画する事項
（国土利用計画法第８条）

即して適正かつ合理 市町村レベルの国土利
的な土地利用を図る 用のあり方 即 する 市町村基本構想

（地方自治法第２条）・地目ごとの考え方
土地取引の規制 ・地目ごとの目標設定土 地 利 用 に 関 す る

個別規制法による措置・許可基準
・勧告基準 適（国土利用計画法第 条）10

・都市計画法 合国土利用計画法

・農業振興地域の整備に す第 条、第 条16 24
関する法律 る 市町村の定める 調和が

・森林法 計画について 保たれる
・自然公園法 即する
・自然環境保全法 等

・土地利用に関する計画 都市計画、農業振興地域整備計画、森林計画等
・開発行為等の規制




